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事 務 連 絡 

令和５年７月４日 

関 係 各 位 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部企画課自立支援振興室 

 

 

完成用部品指定申請価格における流通経費について 

 

 

障害者総合支援法（平成 17年法律第 123号）第５条第 25項及び第 76条第２項の規

定に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成

用部品の指定申請については、令和５年７月３日から受付を開始したところです。 

この指定申請価格は、別添のとおり、補装具事業者に対する販売価格となるため、

サプライヤー（完成用部品の販売店）から補装具事業者への流通経費についても、指

定申請価格に含めることとなっております。 

しかしながら、昨今、補装具事業者に対し、販売価格に加えて、配送料を負担させ

ているケースが散見されることから、完成用部品の販売にあたっては、配送料を補装

具事業者に負担させることのないよう、ご留意いただきますよう、よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

障害保健福祉部企画課  

自立支援振興室 障害者支援機器係 

TEL：03－5253－1111（内線 3073） 

参考資料 
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（別添） 

 

 

完成用部品の流通経費の範囲 
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● 新規申請の「様式 A-3」 

【国内製造品の価格根拠】 

 

 

 

【輸入品の価格根拠】 
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● 変更・削除申請の「様式 B-3」 

【国内製造品の価格根拠】 

 

 

 

 

【輸入品の価格根拠】 

 

 


